
漁
港
漁
場
整
備
法
及
び
水
産
業
協
同
組
合
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議 

  

我
が
国
の
水
産
業
は
、
国
民
へ
の
水
産
物
の
安
定
供
給
を
担
い
、
漁
村
に
お
い
て
雇
用
を
生
み
出
す
等
地
域
の
産
業
と
し
て

重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
が
、
主
要
魚
種
の
不
漁
、
漁
業
者
の
減
少
、
気
候
変
動
に
よ
る
海
洋
環
境
の
変
化
等
厳
し
い
状

況
に
直
面
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
に
対
応
す
る
た
め
、
科
学
的
知
見
に
基
づ
く
資
源
管
理
を
適
切
に
実
施
し
、
新
規
就
業
者
等
の

担
い
手
の
就
業
・
定
着
促
進
を
進
め
る
と
と
も
に
、
漁
業
の
根
拠
地
で
あ
る
漁
港
に
つ
い
て
、
そ
の
有
す
る
価
値
や
魅
力
を
活

か
し
た
海
業
の
取
組
を
、
漁
業
利
用
と
の
調
和
を
図
り
つ
つ
推
進
し
、
豊
か
で
住
み
よ
い
漁
村
の
振
興
を
図
る
べ
き
で
あ
る
。 

 

よ
っ
て
政
府
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
事
項
の
実
現
に
万
全
を
期
す
べ
き
で
あ
る
。 

一 

漁
港
施
設
等
活
用
事
業
の
推
進
に
当
た
っ
て
は
、
漁
港
の
漁
業
上
の
利
用
を
阻
害
す
る
お
そ
れ
が
な
い
こ
と
を
十
分
に
確

認
し
た
上
で
実
施
計
画
の
認
定
が
行
わ
れ
る
よ
う
必
要
に
応
じ
て
助
言
又
は
勧
告
を
行
う
こ
と
。 

二 

漁
港
施
設
等
活
用
事
業
の
推
進
に
当
た
っ
て
は
、
漁
港
管
理
者
、
認
定
計
画
実
施
者
、
漁
業
者
、
漁
業
協
同
組
合
な
ど
幅

広
い
関
係
者
の
間
で
利
害
調
整
が
円
滑
に
行
わ
れ
る
よ
う
環
境
整
備
に
努
め
る
こ
と
。 

三 

認
定
計
画
実
施
者
が
経
営
破
綻
し
て
活
用
事
業
施
設
の
撤
去
等
の
原
状
回
復
が
不
能
と
な
っ
た
場
合
等
に
は
、
原
状
回
復

を
円
滑
に
進
め
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
る
こ
と
。 

四 

海
業
は
、
商
業
、
観
光
業
、
環
境
保
護
等
と
も
密
接
な
関
係
に
あ
る
こ
と
か
ら
、
関
係
省
庁
と
の
連
携
を
強
化
し
、
施
策

の
展
開
を
図
る
こ
と
。 

右
決
議
す
る
。 


